
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中古木造建築物を取得してから、 

一年以内に行う改修工事に対する支援です。 

中古木造建築物を取得してから、 

建替えをするために一年以内に 

取り壊す工事に対する支援です。 

対象物件　築後２０年以上経過した中古木造建築物 

補 助 率　改修費の１０％（上限額２０万円） 

※ＵＩＪターン者には上乗せがあります 

対象経費　建物の構造部分の改修や模様替え、 

住宅の機能向上のためにおこなう工事費用 

詳しくは、Ｐ．２へ→

対象物件　築後２０年以上経過した中古木造建築物　 

補 助 率　除却費の２／３（上限額５０万円） 

※ＵＩＪターン者には上乗せがあります 

対象経費　中古木造建築物を除却するための費用 

 

詳しくは、Ｐ．３へ→

【お問合せ先】　 

松江市　住宅政策課 空家対策係 

（市役所３階南エリア） 

TEL：0852－５５－５３４６ 

FAX：０８５２－５５－５５５２

令和 8 年度 

松江市中古木造建築物改修及び除却支援事業補助金のご案内

改修支援 建替え除却支援

住環境改善支援事業

改修支援または、建替え除却支援に併せて 

行う住環境改善工事です。　 

（※住環境改善工事のみは対象としません。） 

対象物件　改修支援事業または建替え支援事業に

併せて住環境改善工事を行うもの 

補 助 率　住環境改善工事費の１／２ 

（上限額５０万円） 

※ＵＩＪターン者には上乗せがあります 

対象経費　住環境改善工事のための費用 

（ただし、既に改善工事済のものを改

修する場合は除く。） 

詳しくは、Ｐ．４へ→



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

補助率及び補助金の上限額

ＵＩＪターン者には補助率の上乗せがあります。 

※１,０００円未満の端数については、これを切り捨てた額となります。 

 
申請者 補助率 上限額

 
松江市民 １０% ２０万円

 
UIJ ターン者の場合 １５％ ２５万円

補助対象の要件

・松江市内にある築後 20 年以上経過した中古木造建築物を自己の居住用として取得された方 

・取得してから１年以内に行う工事であり、令和 9 年２月２6 日までに工事が完了し、実績報告書 

を提出できること（工事着手前に申請が必要です）

改修支援



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市外に１年以上居住していた方で、市内に転入し、住民登録をした日から１年以内の方、または、転

入する予定の方です。 

 
 
 
 

補助対象の要件

・松江市内にある築後 20 年以上経過した中古木造建築物を自己の居住用として取得された方 

・取得してから１年以内に行う工事であり、令和 9 年２月２6 日までに建替え住宅の基礎工事に着

手したことが分かるもの（写真など）を添付した実績報告書を提出できること（解体工事着手前

に申請が必要です）

建替え除却支援

ＵＩＪターン者とは？



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

市外に１年以上居住していた方で、市内に転入し、住民登録をした日から１年以内の方、または、転

入する予定の方です。 

 
 

ＵＩＪターン者とは？

住環境改善支援

補助対象の要件

・改修支援事業または建替え支援事業に併せて、次のいずれかに該当する住環境改善工事を行う

もの　（※住環境改善工事のみの場合は対象にはなりません。） 

① 下水道処理区域において下水道へ未接続の場合における新規接続工事 

② 下水道処理区域外の区域において合併浄化槽の新規設置工事 

・取得してから１年以内に行う工事であり、令和 9 年２月２6 日までに住環境改善工事の施工状

況が分かるもの（写真など）を添付した実績報告書を提出できること 

（工事着手前に申請が必要です）



 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
申 

請 

 
 

 

※必ず工事着手前に申請をお願いします 

以下に掲げる必要書類を揃えて、住宅政策課　空家対策係 まで提出してください。 

・補助金は予算の範囲内で交付するものであり、申請件数の状況により本来の補助額が 

交付されないことがあります。 

・提出の前に、下記チェック表にある書類がすべて揃っていることをご確認ください。 

・令和 9 年２月 26 日までに実績報告書の提出をしてください。 

・申請書等に押印は不要です。 

✔チェック 

□　交付申請書★（㊞　不要） 

□　改修工事を行う建物の案内図、既存平面図 

□　既存平面図と見比べて工事計画内容がわかる改修計画平面図 

□　補助対象内外工事費の確認ができる工事内訳書 

□　改修工事請負契約書の写し 

□　中古木造建築物を取得したことがわかる書類 

　　　書類の例　　購入：建物の売買契約書 

　　　　　　　　　相続：建物の登記事項証明書、遺産分割協議書 等 

　　　　　　　　　贈与：登記事項証明書 

□　戸籍の附票（ＵＩＪターンに該当する方のみ） 

□　松江市税の滞納がないことが分かる証明書、または松江市に居住した実績がなく証明書が提

出できない場合、市税納付状況調査同意書 

□　暴力団員等該当性の照会に係る同意書 

□　築後２０年以上を経過した中古木造建築物であることが確認できる書類等 

□　そのほか市長が必要と認める書類

 交 

付 

決 

定 
 

書類を審査し、補助金交付決定通知書を送付します。 

補助金交付決定通知後に、工事に着手して下さい。 

 工 

事 

着 

手 

 

※工事期間、工事内容、工事金額に変更が生じる場合は、速やかにご連絡ください。

補助金申請の流れと必要書類
改修支援



上記書類（★）は、住宅政策課窓口にて配布しているほか、松江市ホームページからもダウンロードして入手できます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 工 
事 
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工事完了後、実績報告・補助金請求をしてください。 

✔チェック 

□　実績報告書★（㊞　不要） 

□　竣工図（工事箇所、工事内容がわかるものに限る。） 

□　改修工事の施工状況写真（施工前・施工中・施工後）  

□　改修工事に要した費用の領収書の写し 

□　取得した中古木造建築物の登記事項証明書 

□　取得した中古木造建築物の土地の権利形態がわかる書類 

　　　書類の例　　土地を取得の場合：土地の登記事項証明書 

　　　　　　　　　土地を借りる場合：借地契約書（期間は借地借家法の規定による） 等 

□　そのほか市長が必要と認める書類

 支 

払

書類を確認・審査後、補助金の確定をします。 

① 補助金請求書★、②口座振替依頼書★、③ご指定の口座の通帳写しを提出いただき、補助金

をお支払いいたします。 

（ご指定の口座へ振り込み）



 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

申 

請 

※必ず工事着手前に申請をお願いします 

以下に掲げる必要書類を揃えて、住宅政策課　空家対策係 まで提出してください。 

補助金は予算の範囲内で交付するものであり、申請件数の状況により本来の補助額が交付 

されないことがあります。 

・提出の前に、下記チェック表にある書類がすべて揃っていることをご確認ください 

・令和 9 年２月 26 日までに実績報告書の提出をしてください。 

・申請書等に押印は不要です。 

✔チェック 

□　交付申請書★（㊞　不要） 

□　除却工事を行う建物の案内図 

□　除却範囲のわかる既存平面図、工事計画書 

□　補助対象内外工事費の確認ができる工事内訳書 

□　建て替え住宅の建築請負契約書又は設計請負契約書の写し等 

□　中古木造建築物を取得したことがわかる書類 

　　　書類の例　　購入：建物の売買契約書 

　　　　　　　　　相続：建物の登記事項証明書、遺産分割協議書 等 

　　　　　　　　　贈与：登記事項証明書 

□　地籍図（隣地を購入して建て替えの場合） 

□　戸籍の附票（ＵＩＪターンに該当する方のみ） 

□　松江市税の滞納がないことが分かる証明書、または松江市に居住した実績がなく証明書が提

出できない場合、市税納付状況調査同意書 

□　暴力団員等該当性の照会に係る同意書 

□　築後２０年を経過した中古木造建築物であることが確認できる書類等 

□　そのほか市長が必要と認める書類

 交 

付 

決 

定 
 

書類を審査し、補助金交付決定通知書を送付します。 

補助金交付決定通知後に、工事に着手して下さい。 

 工 

事 

着 

手 

 

※工事期間、工事内容、工事金額に変更が生じる場合は、速やかにご連絡ください。 

　　　補助金申請の流れと必要書類
建替除却支援



上記書類（★）は、住宅政策課窓口にて配布しているほか、松江市ホームページからもダウンロードして入手できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工 

事 

完 

了 

 

 

実 

績 

報 

告 
 
 

 

 

 

 

工事完了後、以下に掲げる必要書類を揃えて実績報告・補助金請求をしてください。 

✔チェック 

□　実績報告書★（㊞　不要） 

□　除却した建物の閉鎖事項証明書（未登記の建物を除く。） 

□　除却工事の施工状況写真（除却前・除却中・除却後） 

□　除却工事に係る工事請負契約書の写し 

□　除却工事に要した費用の領収書の写し 

□　建て替え住宅の基礎工事を施工している様子を写した写真 

□　産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しおよび集計表 

□　取得した中古木造建築物の土地の権利形態がわかる書類 

　　　書類の例　　土地を取得の場合：土地の登記事項証明書 

　　　　　　　　　土地を借りる場合：借地契約書（期間は借地借家法の規定による） 等 

□　そのほか市長が必要と認める書類 

 支 

払

書類を確認・審査後、補助金の確定をします。 

① 補助金請求書★、②口座振替依頼書★、③ご指定の口座の通帳写しを提出いただき、補助金

をお支払いいたします。 

（ご指定の口座へ振り込み）



 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
申 

請 

※必ず工事着手前に申請をお願いします 

以下に掲げる必要書類を揃えて、住宅政策課　空家対策係 まで提出してください。 

 

補助金は予算の範囲内で交付するものであり、申請件数の状況により本来の補助額が交付 

されないことがあります。 

・提出の前に、下記チェック表にある書類がすべて揃っていることをご確認ください 

（※住環境改善支援事業補助金の申請書様式については、空家対策係までお問い合わせ 

ください。） 

・令和 9 年２月 26 日までに実績報告書の提出をしてください。 

・申請書等に押印は不要です。 

 

✔チェック 

□　改修支援補助金申請、または建替除却支援補助金申請に必要な書類 

□　住環境改善工事の工事内容がわかる工事計画平面図 

□　補助対象内外工事費の確認ができる工事内訳書 

□　住環境改善工事に係る工事請負契約書の写し 

□　そのほか市長が必要と認める書類

 交 

付 

決 

定

書類を審査し、補助金交付決定通知書を送付します。 

補助金交付決定通知後に、工事に着手して下さい。 

  
 

工 

事 

着 

手 

 

 
工 

事 

完 

了

※工事期間、工事内容、工事金額に変更が生じる場合は、速やかにご連絡ください。

補助金申請の流れと必要書類

住環境改善 

支援



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
実 

績 

報 

告

工事完了後、以下に掲げる必要書類を揃えて実績報告・補助金請求をしてください。 

（※住環境改善支援事業補助金の実績報告書様式については、空家対策係までお問い合わせ 

ください。） 

✔チェック 

□　改修支援補助金実績報告、または建替除却支援補助金実績報告に必要な書類 

□　竣工図（工事箇所・工事内容が分かるものに限る。） 

□　住環境改善工事の施工状況写真（施工前・施行中・施工後） 

□　住環境改善工事に要した費用の領収書の写し 

□　そのほか市長が必要と認める書類

 支 

払

書類を確認・審査後、補助金の確定をします。 

提出書類については、改修支援補助金支払必要書類、または建替除却支援補助金支払必要書

類を兼用いしたします。 

 

手続き終了後、ご指定の口座へ実績報告改修支援補助金分、または建替除却支援補助金分と

併せて、振り込みいたします。


